
◎町民会館ミニギャラリー
　1月　水墨画クラブ
　 2月　木目込みクラブ

◎文化会館ロビー展
　 1月　短歌会
　　　　パンの花クラブ
　 2月　俳句会
　　　　陶芸クラブ

◎銚子商工信用組合展
　 1月　アート押し花クラブ
　 2月　横芝写真クラブ

◎カスミ展示コーナー
　１月　横芝写真クラブ
　 2月　アート押し花クラブ
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　悪質商法の手口は、日々巧妙化・多様化しており、電話やインターネッ
トなどを使用したさまざまなきっかけから、誰でも被害に遭うおそれが
あります。
　万一被害にあってしまった場合で
も諦めたりせず、各機関へ相談や情
報提供をしましょう。
　あなたの情報提供が、安全規制の
強化や被害防止のための法改正など、
消費者被害のない社会をつくること
につながります。

消費生活相談所開設日　毎週火曜日　午前10時～午後4時

消費生活相談室（産業振興課内）　☎84－1233

被害にあったら
相談や情報提供を105

2019.1.119


